
                           

 

池袋西口公園喫煙所の整備について 

 

１ 経緯 

  池袋駅西口の指定喫煙所は、「としま喫煙マナー」を開始したことに伴い、平成１６年

１１月に西口公園前歩道上に設置した。 

  平成２４年６月西口公園整備に伴い、公園入口歩道上から公園内に喫煙所を暫定的に

移設した。 

しかし、最近では、在来の公園内喫煙所利用者が多く、公園利用者等との分煙対策が

求められてきた。また、平成 16 年に設置したルミネ前喫煙所についても、利用者が増え、

通行人と錯綜して多くの苦情が寄せられる状況となった。 

こうしたことから、分煙を一層図るため、池袋西口公園内のトイレ脇に囲いを設けた

喫煙所を設置し、2か所（在来公園内・ルミネ前）の喫煙所の統合移設を行う。 

 

２ 新旧喫煙所配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都 市 整 備 委 員 会 報告資料 

H25・11・29 公園緑地課・環境課 

喫煙所新設 

４５㎡ 

ルミネ前喫煙所 

２０㎡ 

在来公園内 

喫煙所１５㎡ 



３ 整備内容 

 ・工  期     平成 25 年 11 月 15 日～平成 25 年 12 月 19 日まで 

 ・供用開始予定日 平成 25 年 12 月 20 日 

 ・施工区分    喫煙所設置工事  JT 施工 

          支障物移設（樹木、園灯、散水栓等）  公園緑地課施工 

 ・喫煙所設備   煙の拡散防止及び防犯上の配慮から半透明パネルを設置。 

          緑化推進及び美観向上のためプランターを設置。 

４ 完成イメージ   (上段：東側道路からのイメージ 下段：公園内からのイメージ) 


